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平成２１年三条市議会第３回臨時会提出議案概要 

 

議第 １ 号 三条市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 
    平成２１年５月１日の人事院勧告及び同月１３日の新潟県人事委員会勧告の内容を考慮

し、本市議会議員の期末手当についても同様の改正を行うもの。 
【改正の内容】 

    平成２１年６月に支給する期末手当の支給月数を次のとおり暫定的に引き下げる。 

           （単位:月） 

 期末手当 

現 行 １．６ 

改正後 １．４５ 

比 較 △０．１５ 

   【施行期日】   公布の日 
 

議第 ２ 号 三条市特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

    平成２１年５月１日の人事院勧告及び同月１３日の新潟県人事委員会勧告の内容を考慮

し、必要な改正を行うもの。 
【一部改正する条例】 
１ 三条市特別職の職員の給与に関する条例 
２ 三条市職員の給与に関する条例 
３ 三条市教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例 

【改正の内容】 
   平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給月数を次のとおり暫定的に引き

下げる。 
    １ 市長、副市長及び教育長 
             （単位:月） 

 期末手当 

現 行 １．６ 

改正後 １．４５ 

比 較 △０．１５ 

    ２ 再任用職員以外の職員 
     ⑴ 部長級職員以外の職員           （単位：月） 

 期末手当 勤勉手当 計 
現 行 １．４ ０．７２５ ２．１２５ 
改正後 １．２５ ０．６７５ １．９２５ 
比 較 △０．１５ △０．０５ △０．２ 

 
     ⑵ 部長級職員                （単位：月） 

 期末手当 勤勉手当 計 
現 行 １．２ ０．９２５ ２．１２５ 
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改正後 １．１ ０．８２５ １．９２５ 
比 較 △０．１ △０．１ △０．２ 

    ３ 再任用職員 
     ⑴ 部長級職員以外の職員           （単位：月） 

 期末手当 勤勉手当 計 
現 行 ０．７５ ０．３５ １．１ 
改正後 ０．７ ０．３ １．０ 
比 較 △０．０５ △０．０５ △０．１ 

     ⑵ 部長級職員                （単位：月） 
 期末手当 勤勉手当 計 

現 行 ０．６５ ０．４５ １．１ 
改正後 ０．６ ０．４ １．０ 
比 較 △０．０５ △０．０５ △０．１ 

   【施行期日】   公布の日 
 

報第 １ 号 専決処分報告について 

       （三条市税条例等の一部改正について） 

    地方税法等の一部を改正する法律が平成２１年３月３１日に公布され、同年４月１日から

施行されたことに伴う所要の改正 

    【改正した条例】 

     １ 三条市税条例 

２ 三条市税条例等の一部を改正する条例 

３ 三条市都市計画税条例 

    【主な改正内容】 

     １ 三条市税条例 

      ⑴ 市民税関係 

        個人住民税における住宅ローン特別控除の創設に伴う規定の整備 

      ⑵ 固定資産税関係 

       ア 土地に係る現行の固定資産税の負担調整措置及び下落修正措置の延長に伴う

規定の整備 

       イ 社会医療法人が救急医療等確保事業の用に供する固定資産に係る非課税措置

の創設に伴う規定の整備 

     ２ 三条市税条例等の一部を改正する条例 

       上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する税率の特例を３年間延長することに

伴う規定の整備 

     ３ 三条市都市計画税条例 

       土地に係る現行の都市計画税の負担調整措置の延長に伴う規定の整備 

        法律の公布     平成２１年３月３１日 

        法律の施行     平成２１年４月 １日 

        専決処分した日   平成２１年３月３１日 
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報第 ２ 号 専決処分報告について 
（三条市国民健康保険税条例の一部改正について） 

地方税法等の一部を改正する法律が平成２１年３月３１日に公布され、同年４月１日から

施行されたこと等に伴う所要の改正 
    【主な改正内容】 

１ 介護保険第２号被保険者に係る介護納付金課税額の課税限度額を「９万円」から「１

０万円」に改める。 
２ ２割軽減対象者について、所得状況の変化による除外規定を廃止し、一律軽減する

改正を行う。 
        法律の公布     平成２１年３月３１日 

        法律の施行     平成２１年４月 １日 

        専決処分した日   平成２１年３月３１日 

 

報第 ３ 号 専決処分報告について 
（平成２０年度三条市一般会計補正予算） 

       補正額         ３０，１８８千円 

        補正後の額   ４７，０５０，１５６千円 

        専決処分した日   平成２１年３月３０日 

 

◎ 法令に基づく報告事項等 

 １ 議会の委任による専決処分の報告 

 

 ２ 平成２０年度三条市一般会計及び特別会計繰越明許費繰越額の報告（後日送付） 

 

 ３ 平成２０年度三条市水道事業会計予算繰越額の報告（後日送付） 


